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中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
法
解
釈
論

森

征

一

一
　
初
め
に

中世ローマ法学者の法解釈論

　
わ
が
国
の
近
代
法
学
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
独
仏
法
学
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
法
学
と
中
世
法
学
は
歴

史
的
に
深
く
結
び
付
い
て
い
る
。
近
代
法
学
の
中
核
を
占
め
る
法
解
釈
（
巨
①
∈
匡
呂
o
賞
誘
）
理
論
も
そ
の
起
源
は
中
世
イ
タ
リ

ア
の
ロ
ー
マ
法
学
（
ヨ
o
ω
ぎ
ぎ
島
）
に
遡
る
。

　
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
法
学
は
最
初
か
ら
法
解
釈
の
学
と
な
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
中
世
キ
リ
ス
ト

教
社
会
に
お
い
て
は
神
が
唯
一
か
つ
真
の
法
の
創
造
者
で
あ
り
、
そ
の
神
の
意
思
で
あ
る
自
然
法
は
永
久
不
変
の
も
の
と
観
念
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
法
観
念
の
下
で
は
、
君
主
の
立
法
活
動
も
、
共
同
体
の
慣
習
の
生
成
活
動
も
、
裁
判
官
の
法
実
務
活
動
や
法

学
者
（
ω
8
一
窪
ω
）
の
法
理
論
構
成
活
動
を
含
め
て
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
理
念
的
に
神
法
に
つ
い
て
の
解
釈
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
見
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
命
令
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
人
間
は
、
つ
ね
に
神
意
を
理
解
す
る
こ

と
な
し
に
は
、
い
か
な
る
行
為
も
な
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
解
釈
は
神
の
自
然
法
が
人
間
に
必
然
的
に
要
求
す
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る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
中
世
イ
タ
リ
ア
社
会
が
皇
帝
権
不
在
の
状
況
に
あ
り
、
皇
帝
の
立
法
権
行
使
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、

複
雑
な
社
会
の
法
秩
序
の
発
展
を
慣
習
法
に
の
み
委
ね
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
裁
判
官
が
法
学
者
に
従
属
し
て

い
た
り
あ
る
い
は
両
者
が
し
ば
し
ば
同
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
ロ
ー
マ
法
の
再
発
見
と
い
う
歴
史
的
な
事
件
を
通
し

て
そ
れ
が
法
学
者
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
解
釈
活
動
は
も
っ
ぱ
ら
法
学
者
の
手
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
法
学
者
は
法
解
釈
者
（
葺
R
質
亀
と
し
て
登
場
し
、
法
学
（
ω
。
一
①
呂
讐
葺
邑
は
法
解
釈
学
と
な
る
こ
と
が
確
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
。
法
解
釈
は
い
ま
や
法
学
者
の
責
務
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
名
誉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
中
世
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
法
解
釈
の
方
法
に
つ
い
て
初
め
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
個
々
の
法
文
解
釈
を
通
し
て
断
片
的
に
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

語
ら
な
い
が
、
時
の
経
過
と
共
に
し
だ
い
に
組
織
的
に
論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
一
五
世
紀
以
降
に
は
法
解
釈
の
間
題
を
体
系

的
に
叙
述
す
る
「
単
行
論
文
（
霞
碧
聾
霧
）
」
が
現
れ
る
。
簡
単
な
も
の
な
が
ら
、
法
規
の
拡
張
を
中
心
に
法
解
釈
の
間
題
を
最
初

に
単
行
論
文
と
し
て
著
し
た
法
学
者
は
マ
テ
シ
ラ
ー
ノ
で
あ
り
、
詳
細
に
論
じ
始
め
た
の
は
チ
ポ
ッ
ラ
（
一
四
七
七
年
没
）
で
あ
っ

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
。
ガ
ン
マ
ー
ロ
（
一
四
八
O
l
一
五
二
八
年
）
も
法
規
の
拡
張
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

人
文
主
義
法
学
の
先
駆
者
と
な
っ
た
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
（
一
四
九
二
ー
一
五
五
〇
年
）
も
法
解
釈
論
を
著
し
た
。
し
か
し
「
法
解
釈
論
」

と
題
し
て
、
法
解
釈
を
一
般
的
に
論
じ
た
最
初
の
法
学
者
は
ロ
ジ
ェ
リ
オ
で
あ
り
、
法
解
釈
の
問
題
を
余
す
こ
と
な
く
綿
密
周
到
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

論
じ
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
法
解
釈
理
論
を
最
終
的
に
総
括
し
て
見
せ
た
法
学
者
は
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
本
稿
で
は
、
ピ
ア
ー
ノ
・
モ
ル
タ
ー
リ
教
授
の
業
績
を
べ
ー
ス
に
し
て
、
中
世
法
学
の
巨
星
バ
ル
ト
ル
ス
（
一
三
五
七
年
没
）
の

死
後
、
彼
の
法
学
を
継
承
し
た
「
バ
ル
ト
ル
ス
学
派
（
ω
震
8
房
琶
」
と
い
わ
れ
る
人
々
の
中
で
、
と
く
に
法
解
釈
に
つ
い
て
の
単

行
論
文
を
書
い
た
法
学
者
の
見
解
を
中
心
に
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
法
解
釈
理
論
を
再
構
成
し
て
み
た
い
。
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（
1
）
　
法
解
釈
学
と
し
て
の
中
世
法
学
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
解
釈
の
学
と
し
て
の
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
基
本
思
想
ー
〈
モ
ス
・
イ
タ
リ

　
ク
ス
　
家
o
ω
犀
呂
2
ω
〉
研
究
序
説
ー
」
法
学
研
究
、
第
六
二
巻
一
二
号
、
平
成
元
年
一
二
月
、
二
二
五
頁
以
下
、
同
「
中
世
イ
タ
リ

　
ア
の
都
市
条
例
に
お
け
る
解
釈
の
禁
止
規
定
を
め
ぐ
っ
て
　
　
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
解
釈
の
学
と
し
て
の
側
面
ー
」
『
慶
鷹
義
塾
大
学

法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論
文
集
　
法
律
学
科
篇
』
平
成
二
年
、
二
五
七
頁
以
下
、
お
よ
び
同
「
バ
ル
ト
ル
ス
の
法
学
観
」
法
学

研
究
、
第
七
〇
巻
三
号
、
平
成
九
年
三
月
、
一
頁
以
下
参
照
。

　
欧
文
文
献
で
は
、
ω
o
σ
玄
9
Z
g
R
8
｝
ピ
、
き
巴
o
讐
四
器
＝
巴
o
讐
8
留
三
三
辞
ρ
↓
e
言
〇
一
8
0。
“
国
口
鴨
一
ヨ
讐
P
≦
こ
O
一
①
≦
凶
①
α
霞
－

霧
σ
ξ
辞
α
R
勾
0
9
富
ざ
一
ε
二
昌
一
＄
一
凶
窪
α
ξ
9
象
①
＆
ω
ω
2
ω
9
駄
島
o
冨
房
ぼ
ρ
い
①
一
冨
碍
お
ω
曾
Z
一
8
＝
量
ご
鵬
o
」
一
實
ぎ
o
－

互
o
象
一
①
鴇
一
賎
器
一
一
①
α
Φ
ヨ
o
o
轟
N
一
巴
琶
一
き
①
魯
一
畠
一
ω
冨
巴
o
器
①
α
○
葺
一
轟
8
一
一
貯
一
8
－
讐
ξ
艮
8
α
①
＝
、
①
⑤
8
ヨ
琶
巴
ρ
ド
巴
こ

℃
呂
o
＜
蝉
一
〇
誤
こ
コ
き
o
匡
o
耳
貰
P
く
ぎ
8
目
ρ
霞
o
R
o
『
①
ω
三
一
餌
8
0
ユ
㊤
α
①
一
一
、
一
三
〇
∈
お
9
N
一
〇
器
α
〇
一
象
葺
8
＝
①
一
の
①
8
一
〇
図
≦
曽

　
一
）
い
①
寓
①
ヨ
①
ω
ω
ρ
三
＝
き
o
一
〇
器
．
二
α
こ
＝
質
○
σ
一
①
ヨ
9。
α
①
＝
．
言
8
6
お
貫
二
〇
ご
ユ
ω
器
一
〇
〇
3
ヨ
①
旨
碧
o
ユ
“
＞
コ
コ
巴
一
象
ω
8
ユ
餌

α
色
α
ヨ
辞
9
＝
（
一
3
0
0
）
導
冒
P
N
㌣
一
〇
〇
」
昌
U
o
晦
B
讐
一
8
0
一
筥
①
壱
お
臼
N
一
〇
⇒
ρ
Z
8
0
＝
一
〇
ま
D
旧
ω
び
ユ
0
8
F
冨
m
ユ
9
［
、
一
昌
①
雫

冒
①
5
臨
o
器
α
①
一
一
〇
ω
㌶
ε
8
。
O
o
昌
巳
9
8
鋤
一
一
〇
ω
霊
α
一
〇
α
①
一
5
脇
巨
N
一
〇
器
号
一
鴨
仁
岳
二
器
＝
、
①
⑤
8
ヨ
巨
巴
P
竃
＝
き
o
お
①
O
乙

目
碧
一
8
P
H
曽
P
ぎ
8
壱
お
9
二
〇
コ
き
α
ζ
8
三
⇒
磯
ぎ
一
箒
菊
雲
巴
器
き
8
。
↓
ぎ
O
霧
①
9
［
餌
チ
O
鋤
ヨ
耳
こ
鷺
お
露
。
が
有
益
で

　
あ
る
。

（
2
）
　
特
に
、
O
o
8
島
冒
岳
Ω
＜
…
曾
O
」
山
O
Φ
言
ω
§
一
飴
Φ
二
ξ
P
O
①
o
ユ
臨
莞
賞
ユ
⑦
“
O
①
一
畠
ぎ
霧
O
。
o
。
膳
。
㎝
O
①
お
げ
島

α
仁
玄
グ
O
』
O
」
O
O
①
話
き
o
毎
ヨ
ω
眞
三
詩
碧
ぎ
ρ
U
ひ
P
嵩
O
①
お
讐
冴
ご
冨
曽
昌
二
ρ
一
ド
〇
一
」
“
U
巴
畠
ま
拐
そ
の
他
、
U
．

ω
一
－
ω
“
”
U
』
蒔
㎝
」
o。
』
噂
U
ひ
O
」
①
」
圏
秘
o
。
8
0
ひ
O
」
S
o
。
ρ
一
一
ω
」
ミ
の
器
讐
一
器
に
関
す
る
解
釈
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

（
3
）
　
冨
簿
誓
器
⊆
ω
ζ
鋤
9
①
ω
一
一
き
仁
ω
（
竃
簿
8
0
竃
讐
＄
ω
＝
讐
一
y
↓
『
碧
＄
ε
ω
①
x
8
コ
ω
一
〇
三
ω
Φ
図
二
q
O
ε
①
賞
お
①
一
⊆
象
耳
四
葺
ω
）

一
奏
竃
“
ω
費
誓
o
ご
ヨ
器
霧
O
鋤
8
島
富
（
切
巽
8
δ
8
8
Ω
O
o
一
富
ン
O
①
言
8
6
お
鼠
瓢
o
器
冨
ひ
q
富
突
＄
＝
ω
貯
9
に
8
墨
く
雪
卑
富

一
留
刈
。

（
4
）
℃
2
毎
ω
＞
＆
お
霧
O
m
ヨ
ヨ
㊤
同
島
（
空
①
q
o
＞
＆
お
㊤
〇
四
ヨ
ヨ
四
『
o
）
）
O
①
o
×
一
2
ω
一
〇
三
σ
仁
9
0
」
鯉
O
“
↓
轟
9
鋤
ε
ω
＝
三
＜
①
邑

ご
岳
（
日
⊂
●
ご
堕
く
窪
魯
凶
一
ω
5
0。
“
）
け
図
く
ヨ
執
9
曽
マ
幽
8
＜
。
な
お
、
慶
鷹
義
塾
所
蔵
本
．
．
弓
轟
0
5
9
ω
…
貯
①
邑
ご
冨
、
、
、
す
な

　
わ
ち
『
中
世
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
学
論
文
全
集
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
中
世
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
学
論
文
全
集
』
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

　
一
五
八
四
年
）
」
三
田
評
論
、
九
六
三
号
、
平
成
六
年
］
一
月
、
九
六
ー
七
頁
参
照
。
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（
5
）
＞
且
『
8
ω
≧
。
壁
ε
ω
（
＞
コ
α
円
＄
≧
含
象
o
ン
O
①
＜
①
き
o
歪
ヨ
巴
磐
5
。
畳
8
ρ
ε
覧
巨
一
一
9
0
。

（
6
）
　
O
o
コ
ω
一
”
暮
ぎ
霧
菊
o
鵬
R
ご
ω
（
O
o
コ
ω
5
暮
ぎ
o
勾
o
篶
ユ
o
y
U
o
冒
ユ
ω
ぎ
8
も
お
富
怠
o
昌
ρ
匹
①
ω
”
↓
声
9
m
ε
ω
β
三
＜
①
冨
二
⊆
二
ω

　
（
↓
●
鍔
一
。
ン
息
r
け
炉
8
、
ω
oo
①
山
0
2
望
8
げ
餌
罠
あ
号
問
a
R
一
含
ω
（
ω
鼠
富
口
o
男
①
号
ユ
含
）
一
U
①
一
艮
R
冨
9
讐
δ
器
一
畠
一
』
ヨ
｝
○

d
」
。
ユ
f
け
一
〕
脇
o
・
N
O
O
ゐ
謡
■

（
7
）
　
特
に
、
空
睾
o
冨
e
5
昼
困
o
R
3
0
曽
審
岳
9
冨
号
＝
、
冒
器
∈
お
貫
虹
o
器
号
一
象
葺
8
コ
o
一
器
8
δ
図
≦
」
）
冨
震
中

　ヨ①ω

ω
ρ
ζ
ぎ
3
一
3
9
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

二
　
法
解
釈

　
法
解
釈
の
前
提
と
し
て
の
理
性
法
思
想

　
中
世
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
け
る
法
と
倫
理
の
一
致
の
思
想
の
下
で
、
実
定
法
と
自
然
法
は
深
く
結
び
付
い
て
い
た
。
法
は
神
に

よ
っ
て
人
間
の
精
神
に
直
接
に
刻
印
さ
れ
た
「
理
性
（
轟
ぎ
）
」
も
し
く
は
「
自
然
の
理
性
（
轟
ぎ
き
ε
邑
邑
」
の
命
令
と
考
え

ら
れ
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
理
性
な
く
し
て
法
は
存
在
し
え
な
い
と
述
べ
た
が
、
ル
ー
カ
ス
・
デ
・
ペ
ン
ナ
（
一
三
九
〇
年
頃
没
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
れ
を
「
理
性
は
法
律
の
基
礎
で
あ
る
。
」
と
簡
潔
に
表
現
し
た
。

　
理
性
は
「
正
義
（
ご
豊
二
四
）
」
、
「
衡
平
（
器
ρ
鼻
霧
）
」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
「
自
然
法
（
ご
ω
轟
言
邑
芭
」
、
究
極
的
に
は
「
神

法
（
一
霧
象
≦
暑
ヨ
）
」
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
人
間
が
作
る
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
の
起
源
で
あ
り
基
礎
で
あ
っ
た
。

理
性
、
正
義
お
よ
び
衡
平
は
「
徳
（
く
マ
ε
ω
）
」
で
あ
る
。
徳
と
は
人
間
を
意
味
す
る
「
≦
ご
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
よ
う
に
、

人
間
が
身
に
付
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
定
法
も
正
義
を
内
包
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
ル
ス
が

述
べ
た
よ
う
に
、
法
と
は
「
徳
」
と
し
て
の
正
義
の
具
体
的
な
生
活
関
係
へ
の
実
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
制
定
さ
れ
た
衡
平
（
器
ρ
阜

一
霧
8
霧
ユ
ε
貫
）
」
、
「
書
か
れ
た
衡
平
（
ω
9
冥
㊤
）
」
、
「
法
規
に
編
纂
さ
れ
た
衡
平
（
お
匿
。
雷
ヨ
質
器
8
言
ω
）
」
を
意
味
し
た
。
衡

4
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平
と
は
人
間
の
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
特
殊
的
事
情
を
考
慮
す
る
正
義
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
法
律
は
神
が
作
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
廃
す
る
の
は
悪
魔
で
あ
る
。
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
市
民
法
は
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
レ

の
口
を
通
し
て
神
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
立
法
者
で
あ
る
皇
帝
の
意
思
が
法
の
効
力
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
意
思
が
理
性
に
導
か

れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
法
律
に
対
す
る
理
性
の
勝
利
を
意
味
す
る
。
法
律
と
は
ま
さ
し
く
「
書
か
れ
た
理
性
（
轟
9
ω
♀

　
　
　
　
　
（
4
）

ぢ
琶
」
で
あ
っ
た
。
ガ
ン
マ
ー
ロ
も
い
う
。
「
肉
体
と
精
神
が
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
よ
う
に
、
権
威
と
理
性
は
法
律
の
本
質
を

構
成
す
る
。
」
そ
し
て
権
威
、
す
な
わ
ち
意
思
と
理
性
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
法
律
の
効
力
は
意
思
行
為
に
由
来
す
る
と
い
え

ど
も
、
し
か
し
こ
の
（
意
思
）
行
為
は
理
性
と
共
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
思
は
、
案
内
者
と
し
て
の
理
性
に
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

　
法
学
者
は
正
義
、
衡
平
に
由
来
す
る
法
を
取
り
扱
う
が
ゆ
え
に
正
義
の
管
理
者
、
「
衡
平
の
裁
定
者
（
曽
量
三
器
ε
ぎ
器
）
」
と

　
　
　
　
　
　
（
6
）

呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
学
者
は
神
に
由
来
す
る
最
も
聖
な
る
法
に
仕
え
る
が
ゆ
え
に
「
聖
職
者
（
ω
碧
①
こ
o
＄
ω
）
」
と
呼
ば

（
7
）

れ
る
。
そ
し
て
、
法
が
理
性
、
正
義
に
由
来
す
る
が
ゆ
え
に
、
法
が
適
用
さ
れ
る
裁
判
所
は
「
理
性
の
殿
堂
」
、
「
正
義
の
殿
堂
（
嘗
甲

葺
一
器
9
ヨ
o
冨
ヨ
）
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
法
学
者
が
住
む
の
で
あ
る
。

　
図
像
解
釈
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
理
性
と
衡
平
の
間
に
い
て
、
そ
の
娘
で
あ
る
衡
平
を
通
し
て
人
間
と
つ
な
が

り
、
そ
の
頭
上
に
座
す
る
理
性
を
通
し
て
神
と
つ
な
が
る
。
正
義
の
化
身
で
あ
る
法
学
者
は
神
と
人
間
と
の
間
を
取
り
な
す
仲
介
者

（
ヨ
巴
蛋
e
）
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
学
者
は
理
性
を
も
っ
て
神
意
を
知
り
、
衡
平
を
も
っ
て
そ
れ
を
人
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

伝
え
る
。
し
た
が
っ
て
法
学
は
神
事
と
人
事
に
か
か
わ
る
学
問
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

5
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法
解
釈
の
必
要
性
と
法
創
造
性

　
中
世
の
法
学
者
は
「
法
学
（
ω
。
凶
9
鼠
ε
岳
）
」
、
す
な
わ
ち
「
法
（
冒
ω
）
を
知
る
（
ω
。
ぎ
）
」
、
つ
ま
り
法
認
識
の
活
動
に
は
つ
ね

に
解
釈
が
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
法
解
釈
が
法
規
の
単
純
な
機
械
的
再
生
産
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
法
創
造
機
能
を

内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
最
初
か
ら
見
抜
い
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
法
解
釈
が
法
の
適
用
と
い
う
法
実
践
の
活
動
を
前
提
と
し
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
の
言
葉
と
事
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
ゆ
え
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
中
世
社
会
に
古
代
ロ
ー
マ
と
い
う
遠
い
過
去
の
法
規
が
予
見
し
え
な
か
っ
た
新
し
い
生
活
関
係
が
次
々
と
生
ま
れ
る
と
い
う
状
況

の
中
で
、
法
律
家
は
法
規
の
生
活
事
実
へ
の
適
合
と
い
う
、
理
論
お
よ
び
実
務
活
動
の
創
造
的
な
価
値
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
ガ

ン
マ
ー
ロ
も
言
う
。
「
日
々
新
し
い
訴
訟
と
新
し
い
事
件
が
生
起
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
法
に
よ
っ
て
決
定
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
」
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
未
解
決
の
疑
間
や
解
決
に
苦
悩
す
る
よ
う
な
難
間
は
忠
実
に
他
の
人
の
判
断
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
。
」
「
他
の
人
」
、
す
な
わ
ち
法
律
家
は
社
会
に
生
起
す
る
様
々
な
問
題
を
法
解
釈
を
通
し
て
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
さ

ら
に
続
け
る
。
「
こ
の
解
釈
の
過
程
は
無
限
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
々
、
自
然
は
（
法
が
）
思
い
も
か
け
な
い
新
し
い
形
相
と
新

し
い
間
題
を
創
り
急
ぐ
か
ら
で
あ
る
。
」
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
「
（
文
字
で
）
書
か
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
案
を
包
括
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
法
解
釈
が
密
か
に
入
り
込
む
の
で
あ
る
。
」

　
法
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
活
動
が
、
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
無
限
に
か
つ
多
様
に
変
化
す
る
社
会
生
活
に
お
け
る
一
般
的
な
法
規

の
実
際
的
な
適
用
を
目
的
と
す
る
以
上
、
法
規
と
事
実
と
を
媒
介
す
る
法
解
釈
は
不
可
避
と
さ
れ
た
。
法
解
釈
は
ま
さ
に
否
定
し
え

な
い
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ル
ト
ル
ス
が
「
法
解
釈
は
自
然
法
上
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う

に
、
チ
ポ
ッ
ラ
も
、
「
拡
張
（
窪
5
房
δ
）
解
釈
は
自
然
法
、
す
な
わ
ち
万
民
法
（
三
ω
篶
呂
信
ヨ
）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ

（
1
0
）る

。
」
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

　
法
は
時
代
の
新
し
い
精
神
を
そ
の
中
に
吹
き
込
む
と
い
う
法
学
者
の
永
続
的
な
解
釈
活
動
を
通
し
て
再
生
し
続
け
る
。
そ
し
て
そ

6



の
法
解
釈
活
動
は
実
質
的
に
は
法
創
造
を
意
味
し
た
。
法
学
者
は
彼
ら
の
こ
の
使
命
と
そ
の
意
味
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
。
ア
ル

ベ
リ
コ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
（
一
六
〇
八
年
没
）
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
（
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
）
諸
法
律
を
そ
の
時
代
に
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

さ
せ
る
解
釈
者
」
の
活
動
が
な
け
れ
ば
、
法
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ァ
ー
ト
で
さ
え
、
「
バ
ル
ト
ル
ス
や
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

他
の
解
釈
者
な
し
に
は
、
我
々
の
法
は
存
在
し
な
い
。
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
デ
・
ペ
ン
ナ
が
「
誰
か
、
法
を
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
導
く
、
法
に
精
通
し
た
も
の
が
い
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
ば
、
…
…
法
は
存
在
し
え
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
で
、
す
で
に
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

中世ローマ法学者の法解釈論

　
法
解
釈
の
基
準
と
し
て
の
理
性
、
衡
平
、
正
義

　
法
が
理
性
、
衡
平
、
正
義
に
由
来
す
る
と
い
う
観
念
は
、
法
解
釈
を
生
業
と
し
た
法
学
者
に
と
っ
て
は
、
具
体
的
な
法
的
価
値
を

欠
い
た
単
に
理
念
的
原
理
と
し
て
観
念
世
界
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
法
概
念
に
本
質
的
な
実
際
的
解
釈
基
準
と
し
て
実
践
世
界
に
引

き
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
理
性
、
衡
平
、
正
義
は
法
解
釈
の
指
導
原
理
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
法
学
者
は
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
『
学
説
集
（
望
鴨
ω
貫
）
』
一
、
三
、
一
七
法
文
に
定
め
る
「
法
律
を
知
る
と
は
そ
の

文
言
（
＜
R
富
）
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
意
義
お
よ
び
効
用
（
＜
一
ω
碧
8
冨
曾
錺
）
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い

う
ケ
ル
ス
ス
の
言
葉
を
、
法
解
釈
と
は
法
律
の
文
言
を
把
握
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
法
律
の
文
言
を
旦
ハ
体
的
に
指
導
す
る

法
律
の
根
拠
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
そ
の
理
性
的
な
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
法
解
釈
と
は
立
法
者
の
意
思
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
律
の

皮
相
で
は
な
く
、
法
律
の
原
因
（
8
＝
緯
）
で
あ
る
「
法
律
の
理
性
（
β
ぎ
一
畠
邑
」
、
す
な
わ
ち
立
法
理
由
（
立
法
趣
旨
、
立
法
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

的
）
を
解
明
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
彼
は
「
理
性
と
は
法
律
の
精
神
（
ヨ
2
巴
畠
邑
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
語
る
。
つ
ま
り
、

精
神
と
は
立
法
者
を
動
か
す
理
性
な
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
法
解
釈
に
お
け
る
文
言
の
理
性
、
す
な
わ
ち
精

7
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神
へ
の
従
属
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
解
釈
が
行
わ
れ
る
の
は
文
言
が
曖
昧
ま
た
は
疑
間
な
場
合
で
あ
っ
て
、
「
文

言
が
明
瞭
で
あ
る
場
合
」
で
は
な
い
。
「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
文
言
の
意
味
に
よ
る
以
外
の
方
法
で
解
釈
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
ボ
ロ
ニ
ェ
ッ
テ
ィ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
法
文
の
意
味
が
明
瞭
な
場
合
は
、
文
言
が
あ

る
が
ま
ま
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
文
言
が
曲
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
「
文
言
は
い
か
な
る
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

平
に
よ
っ
て
も
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
文
言
と
異
な
っ
た
意
味
に
歪
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

　
チ
ポ
ッ
ラ
は
「
衡
平
は
法
律
お
よ
び
合
意
を
解
釈
す
る
基
礎
で
あ
る
。
拡
張
は
第
一
に
衡
平
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

第
二
に
主
と
し
て
拡
張
は
自
然
の
理
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
自
然
の
理
性
は
解
釈
の
基
礎
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。

　
彼
は
ま
た
言
う
。
「
法
文
の
文
言
の
本
来
の
意
味
が
不
衡
平
を
含
む
と
き
は
、
文
言
か
ら
離
れ
、
文
言
が
本
来
有
し
な
い
意
味
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

従
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
法
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
論
理
的
に
説
明
の
で
き
な
い
不
合
理
な
意
味
に
し
か
法

文
を
読
み
取
れ
な
い
場
合
に
は
、
文
言
の
文
理
的
な
理
解
を
断
念
し
、
理
性
に
よ
っ
て
補
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
法
学
説
の
中
で
ど
の
解
釈
が
優
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
基
準
も
、
「
理
性
」
で
あ
っ
た
。
法
学
者
の
解
釈
は
確
か
に
「
蓋
然
的

（
震
9
暮
…
ω
）
」
で
あ
っ
て
「
必
然
的
（
器
8
鴇
毘
餌
）
」
で
は
な
い
が
、
裁
判
官
は
裁
判
を
行
う
場
合
、
「
理
性
」
、
換
言
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
自
然
法
」
に
合
致
し
た
学
説
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　
法
解
釈
者
は
、
法
学
説
の
み
な
ら
ず
実
定
法
規
に
対
し
て
も
、
法
規
の
実
質
的
意
味
の
内
的
な
評
価
に
も
関
わ
っ
た
。
彼
ら
の
価

値
判
断
は
、
実
定
法
の
本
質
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
衡
平
と
理
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
。

　
法
解
釈
活
動
の
目
的
は
、
実
定
法
規
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
目
的
を
達
成
し
え
た
の
は
、
実
定
法
規
よ

り
深
い
意
味
は
そ
の
理
性
的
な
意
味
の
中
に
あ
る
と
知
覚
で
き
た
法
解
釈
者
だ
け
な
の
で
あ
る
。

8
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意
味
（
ω
碍
コ
ヨ
8
言
）
と
解
釈
（
耳
Φ
5
お
富
ぎ
）

　
中
世
の
法
学
者
は
法
解
釈
を
法
規
の
理
性
的
な
意
味
の
認
識
活
動
で
あ
る
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
＠
立
法
解
釈
、
司
法
解

釈
、
慣
習
解
釈
お
よ
び
学
理
解
釈
、
㈲
宣
言
的
・
確
認
解
釈
、
縮
小
解
釈
お
よ
び
拡
張
解
釈
、
そ
し
て
㈹
「
文
言
」
1
文
理
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

お
よ
び
「
理
性
」
も
し
く
は
「
精
神
」
　
　
論
理
解
釈
に
明
確
に
区
別
し
た
。

　
法
学
者
に
よ
る
実
定
法
の
解
釈
活
動
は
、
第
一
に
法
律
の
文
言
の
理
性
的
な
意
味
の
解
明
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
純
粋
に
精

神
的
な
あ
る
思
想
の
認
識
活
動
な
の
で
は
な
く
、
実
際
生
活
に
お
け
る
行
為
の
指
導
原
理
の
抽
出
活
動
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法

解
釈
は
行
為
、
す
な
わ
ち
実
践
的
目
的
に
向
け
ら
れ
た
認
識
活
動
で
あ
る
。

　
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
制
定
法
規
は
二
つ
の
基
本
的
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
立
法
者
が
そ
の
意
思
を
表
明
す

る
た
め
に
用
い
た
表
現
手
段
で
あ
る
、
法
律
の
文
言
と
そ
の
法
論
理
的
な
意
味
で
あ
る
。
「
法
律
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

わ
ち
文
字
（
ω
鼠
o
ε
轟
）
あ
る
い
は
文
言
（
＜
R
薯
β
色
、
お
よ
び
精
神
（
ヨ
窪
ω
）
あ
る
い
は
意
味
（
巨
亀
9
ε
ω
）
で
あ
る
。
」

　
バ
ル
ト
ル
ス
学
派
に
お
い
て
は
、
法
律
の
文
言
（
話
吾
巴
畠
芭
は
立
法
者
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
解
釈
者
の
活
動
は
当
然
に
法
律
の
文
言
、
す
な
わ
ち
法
文
の
中
に
包
含
さ
れ
る
理
性
的
な
意
味
内
容

（
轟
二
2
畠
す
ヨ
窪
巴
①
讐
ω
）
の
解
明
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
理
性
へ
の
文
言
の
従
属
、
換
言
す
れ
ば
文
言
に
対
す
る
精
神
の
優

越
の
考
え
方
が
あ
る
。
ロ
ジ
ェ
リ
オ
は
言
う
。
「
な
ぜ
な
ら
精
神
は
つ
ね
に
文
言
よ
り
も
強
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
言
う
。
意
図
が
文
言
に
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
、
文
言
が
意
図
お
よ
び
精
神
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
理
由
に
つ

い
て
、
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
、
理
性
ま
た
は
精
神
と
文
言
の
関
係
を
、
目
的
と
手
段
に
置
き
換
え
た
り
、
「
文
字
（
鐸
8
轟
）
は
殺
す
、

さ
れ
ど
霊
（
ω
鳳
葺
島
）
は
生
か
す
。
」
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
言
葉
（
新
約
聖
書
「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
二
、
3
1
6
）
を
引
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
触

つ
つ
、
そ
れ
を
魂
と
肉
体
の
関
係
と
見
な
が
ら
説
明
し
た
。

　
解
釈
者
は
法
解
釈
を
行
う
に
際
し
て
、
先
ず
立
法
者
の
理
性
的
な
意
思
に
よ
っ
て
法
文
の
文
言
そ
の
も
の
に
込
め
ら
れ
た
文
字
的

9
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な
意
味
を
引
き
出
し
、
次
に
そ
の
文
言
の
意
味
を
拡
張
や
縮
小
と
い
う
形
式
で
論
理
的
に
展
開
さ
せ
る
と
い
う
推
論
手
続
を
進
め
な

が
ら
、
法
文
の
射
程
を
確
定
し
て
ゆ
く
。
中
世
の
法
学
者
は
こ
の
法
解
釈
手
続
の
前
半
の
過
程
を
し
ば
し
ば
後
半
の
過
程
の
「
解
釈

（
巨
①
6
邑
呂
o
）
」
と
区
別
し
て
「
意
味
（
ω
凶
讐
墜
8
ぎ
）
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、
こ
の
「
意
味
」
を
解
釈
と
考
え
る
べ
き

か
否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
ロ
ジ
ェ
リ
オ
も
「
解
釈
（
凶
日
震
實
①
＄
＝
o
）
と
は
何
か
」
を
問
う
な
か
で
、
意
味
と
解
釈
を
分
け
つ
つ
、
「
意
味
（
巴
讐
零

一
8
ぎ
）
と
は
立
法
者
（
一
畠
芭
象
目
）
の
知
性
に
よ
っ
て
言
葉
に
与
え
ら
れ
た
本
当
の
意
味
（
ω
窪
ω
5
）
で
あ
る
」
と
し
、
こ
れ
に
対

し
て
「
文
言
か
ら
離
れ
る
と
き
に
解
釈
と
言
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
続
け
て
言
う
。
解
釈
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

に
は
「
修
正
的
解
釈
（
凶
昌
。
6
邑
畳
0
8
旨
Φ
鼠
轟
V
」
、
「
拡
張
解
釈
（
一
葺
①
∈
曇
慧
o
突
冨
霧
凶
茜
）
」
、
「
縮
小
解
釈
（
巨
①
∈
曇
呂
9
串

三
3
養
）
」
そ
し
て
「
宣
言
的
・
確
認
的
解
釈
（
巨
。
∈
曇
呂
o
号
。
再
畳
轟
）
」
が
あ
る
が
、
こ
の
最
後
の
「
宣
言
的
・
確
認
的
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

釈
」
は
本
来
的
に
は
解
釈
と
は
い
え
な
い
。
「
な
ぜ
な
ら
、
拡
張
と
縮
小
の
場
合
に
だ
け
、
解
釈
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
の

よ
う
に
彼
は
、
解
釈
に
つ
い
て
も
宣
言
的
・
確
認
的
解
釈
を
拡
張
、
縮
小
そ
の
他
の
解
釈
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ロ
ジ
ェ
リ
オ
の
言
葉
か
ら
、
法
学
者
は
「
意
味
」
と
「
宣
言
的
・
確
認
的
解
釈
」
と
を
同
義
に
理
解
し
て
い
た
、

と
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
す
で
に
、
宣
言
的
・
確
認
的
解
釈
を
「
言
葉
の
本
来
の
意
味
（
ω
一
讐
強
8
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ぎ
）
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
法
文
の
意
味
内
容
を
解
明
す
る
過
程
を
す
べ
て
解
釈
と
考
え
る
法
学
者
も
い
た
。
ガ
ン
マ
ー
ロ
は
解
釈
を
「
文
言
に

つ
い
て
の
解
釈
（
三
。
8
§
呂
o
畠
8
話
『
冨
）
」
と
「
精
神
に
つ
い
て
の
解
釈
（
巨
①
∈
艮
普
○
魯
8
ヨ
①
づ
話
ヨ
）
」
の
二
つ
の
種

類
に
分
け
る
。
前
者
は
法
文
の
意
味
の
理
解
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
文
言
の
文
理
的
な
意
味
の
解
明
で
あ
る
「
強
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

（
巨
窪
匹
o
）
」
と
文
言
の
意
味
の
制
限
で
あ
る
「
弱
化
（
お
昌
ω
巴
o
i
お
ω
鼠
9
0
）
」
に
分
け
ら
れ
る
。
法
文
の
文
言
の
意
味
の
確
定

の
過
程
を
法
解
釈
と
し
て
認
め
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
法
文
の
文
言
の
文
理
的
な
「
意
味
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
す
こ
と
が

10
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で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
学
者
は
一
般
的
に
は
、
文
言
の
意
味
確
定
の
手
が
か
り
を
立
法
者
の
意
思
決
定
、
法
律
の
定
義
ま
た
は
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

源
に
求
め
た
バ
ル
ト
ル
ス
の
見
解
に
従
う
。
ロ
ジ
ェ
リ
オ
は
「
文
言
の
本
来
の
意
味
は
法
律
の
権
威
…
…
法
律
の
定
義
…
…
言
葉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

引
喩
も
し
く
は
由
来
か
ら
把
握
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
法
文
の
文
言
の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
文
言
は
社
会
生
活
の
中
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語

法
（
「
一
般
語
法
（
8
ヨ
ヨ
琶
房
島
島
一
〇
2
9
＆
）
」
）
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
法
解
釈
の
目
的
は
文
言
の
単
純
な
文
理
的
な
意
味
を
超
え
て
、
そ
の
法
的
・
論
理
的
な
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
解
釈

の
本
質
的
な
基
準
は
、
そ
れ
が
拡
張
で
あ
れ
縮
小
で
あ
れ
、
立
法
者
の
意
思
（
＜
o
一
巨
欝
9
日
9
ω
一
畠
巨
讐
o
誘
）
、
換
言
す
れ
ば

「
法
律
の
理
性
」
も
し
く
は
「
法
律
の
精
神
」
で
あ
る
。

　
ロ
ジ
ェ
リ
オ
は
、
理
性
が
縮
小
お
よ
び
拡
張
の
法
解
釈
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
「
法
律
は
理
性
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
律
の
理
性
と
は
法
律
の
精
神
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
も
し
法
律
を
完
全
に
理
解
し
よ
う
と
欲
す
れ
ば
、
こ

の
法
律
の
理
性
あ
る
い
は
精
神
を
常
に
熟
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
「
単
に
法
律
の
文
言
し
か
見
ず
、
精
神
を
無
視
す

れ
ば
、
真
理
の
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
」
か
く
し
て
、
彼
が
「
理
性
自
身
が
法
律
を
縮
小
し
た
り
拡
張
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
法
の
理
性
と
の
同
一
性
を
前
提
と
し
て
、
理
性
に
よ
る
法
文
の
意
味
の
確
認
、
縮
小
、
拡
張
と
い
っ
た
法
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
拓
け
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
さ
ら
に
明
確
に
述
べ
る
。
彼
は
、
「
法
律
に
従
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
そ
の
法
律
が
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
精
神
に
由
来
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
、
法
規
に
お
け
る

理
性
的
な
意
味
と
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
文
言
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
法
律
の
文
言

は
、
精
神
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
限
り
で
、
拡
張
さ
れ
た
り
縮
小
さ
れ
た
り
す
る
。
」
な
ぜ
な
ら
「
立
法
者
が
意
図
し
た
以
上
に

（
文
言
に
）
書
か
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
も
あ
る
」
よ
う
に
、
文
言
の
文
理
的
な
意
味
が
法
規
の
意
味
内
容
を
忠
実
に
表
さ

ll



法学研究71巻3号（98：3）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
法
律
の
解
釈
（
8
ヨ
U
「
①
3
コ
ω
δ
）
」
と
「
法
律
の
外
延
的
拡
張
（
Φ
×
言
房
δ
一
①
σ
q
邑
」

　
法
解
釈
は
単
に
規
範
認
識
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
解
釈
者
の
自
由
な
意
思
行
為
で
も
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
に
と
っ

て
も
、
解
釈
は
法
文
の
「
文
言
の
説
明
」
か
ら
「
新
し
い
事
例
へ
の
拡
張
」
に
至
る
、
広
範
囲
に
及
ぶ
概
念
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ

ば
「
解
釈
は
あ
る
時
は
訂
正
、
あ
る
時
は
制
限
、
あ
る
時
は
文
言
の
説
明
、
あ
る
時
は
追
加
も
し
く
は
新
し
い
事
例
へ
の
拡
張
の
た

め
に
用
い
ら
れ
る
。
」
バ
ル
ト
ル
ス
は
法
解
釈
に
つ
い
て
「
法
律
は
理
性
の
同
一
性
（
箆
窪
葺
霧
β
ぎ
三
ω
）
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
の
精
神
は
理
性
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
異
な
っ
た
二

つ
の
事
案
（
8
ω
島
）
が
あ
る
場
合
に
、
「
同
一
の
理
性
あ
る
と
こ
ろ
に
、
同
一
の
法
あ
り
」
と
い
う
衡
平
原
則
に
基
づ
い
て
、
法
律

で
規
定
さ
れ
た
事
案
か
ら
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
類
似
の
事
案
へ
と
法
規
を
拡
張
さ
せ
る
と
い
う
「
類
推
（
号
巴
a
ま
島
＆

ω
一
巨
臣
）
」
で
あ
る
。
こ
の
類
推
に
お
い
て
は
、
一
方
に
有
効
な
「
法
律
の
理
性
」
は
、
法
的
な
事
実
の
類
似
性
（
ω
一
昌
澤
且
o
）
が

理
性
の
同
一
性
に
等
し
い
場
合
に
は
、
論
理
的
に
か
つ
法
的
に
他
方
に
拡
張
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
類
推
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
異
な
っ
た
二
つ
の
事
案
の
間
に
、
同
一
の
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
う
る

論
理
的
な
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
法
規
で
定
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
か
ら
法
規
で
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
と
類
似
の
性
質
・
関
係
を
も
つ
ケ
ー
ス
ヘ
と
法
規
の

権
威
を
推
論
を
用
い
て
拡
張
さ
せ
る
と
い
う
、
こ
の
「
類
推
（
費
讐
ヨ
①
暑
』
ヨ
”
ω
一
昌
5
」
は
中
世
の
法
学
者
に
お
い
て
は
「
外
延

（
。
蓉
窪
ω
一
〇
）
」
の
一
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　
「
外
延
」
手
続
は
、
法
規
に
お
い
て
予
見
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
予
見
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
の
二
つ
の
極
の
間
で
行
わ
れ
る
。

「
外
延
」
は
「
外
延
的
解
釈
（
言
冨
6
曇
呂
o
①
4
①
島
一
轟
）
」
、
「
外
在
的
（
①
×
三
島
①
8
）
解
釈
」
と
も
言
わ
れ
た
。

12
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こ
れ
に
対
し
て
、
法
規
の
意
味
を
「
法
律
の
理
性
」
ま
た
は
「
法
律
の
精
神
」
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
る
と
い
う
活
動
は
、
そ
れ
が

拡
張
で
あ
れ
縮
小
で
あ
れ
、
そ
れ
は
法
規
の
意
味
内
容
の
論
理
的
な
展
開
で
あ
る
か
ら
、
論
理
解
釈
と
し
て
の
「
内
包

（
一
葺
①
霧
δ
）
」
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ン
カ
ラ
ー
ノ
（
一
四
一
六
年
没
）
は
言
う
。
「
精
神
か
ら
由
来
す
る
も
の
は
、
法
律
の
文
言
か
ら

拡
張
的
に
か
つ
縮
小
的
に
由
来
す
る
と
見
ら
れ
る
。
…
…
こ
れ
は
外
延
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
内
包
的
な
（
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

鼠
霧
一
毒
）
す
な
わ
ち
よ
り
内
在
的
な
（
ぎ
9
霧
①
8
）
、
あ
る
い
は
よ
り
宣
言
的
（
号
巳
畦
呂
轟
）
な
解
釈
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
明
示
的
で
あ
れ
黙
示
的
で
あ
れ
、
文
言
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
意
味
を
、
拡
張
す
る
の
で
あ
れ
縮
小
す
る
の
で
あ
れ
、
法
律
の
精

神
も
し
く
は
法
律
の
理
性
に
よ
っ
て
文
言
か
ら
引
き
出
す
と
い
う
作
業
は
解
釈
（
8
ヨ
費
魯
窪
巴
o
）
で
あ
っ
て
、
外
延
（
Φ
答
①
霧
δ
）

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ロ
ジ
ェ
リ
オ
も
言
う
。
「
法
律
の
精
神
［
ま
た
は
理
性
］
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
は
法
律
に
由
来

す
る
と
言
わ
れ
る
…
…
理
性
ま
た
は
精
神
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
は
法
律
か
ら
直
接
に
生
じ
る
と
言
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
　

は
［
内
包
で
あ
っ
て
］
外
延
で
は
な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
「
理
性
自
身
が
法
律
を
縮
小
し
た
り
拡
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、

法
規
が
そ
の
理
性
的
な
把
握
を
通
し
て
あ
る
ケ
ー
ス
を
包
摂
で
き
，
れ
ば
、
そ
の
ケ
ー
ス
は
法
規
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
内
包
的
解
釈
と
言
う
べ
き
で
な
の
で
あ
る
。

　
ガ
ン
マ
ー
ロ
も
法
解
釈
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
精
神
に
つ
い
て
（
魯
8
ヨ
2
9
ヨ
）
」
の
解
釈
に
は
「
内
包
」

お
よ
び
「
外
延
」
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
法
規
の
理
性
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
境
界
の
内
で
展
開
さ
れ
る
、
理
性
に
よ

る
法
規
の
権
威
の
貫
徹
の
過
程
で
あ
り
、
こ
の
内
包
的
解
釈
に
よ
っ
て
法
規
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
は
い
る
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

ケ
ー
ス
も
規
律
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
法
規
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
異
な
る
が
、
論

理
的
な
、
と
り
わ
け
類
似
的
な
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
ケ
ー
ス
と
結
び
付
く
よ
う
な
他
の
ケ
ー
ス
を
規
律
す
る
た
め
に
、
法
規
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

効
力
を
境
界
の
外
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
さ
ら
に
明
快
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
法
律
の
「
文
言
」
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
ケ
ー
ス
で
も
、

13
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「
文
言
」
を
そ
の
理
性
に
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
「
精
神
」
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
「
内
包
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
外
延
」
は
、
法
律
が
予
見
し
た
ケ
ー
ス
を
、
そ
の
法
律
が
予
見
し
て
い
な
い
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

り
そ
の
「
文
言
」
に
も
「
精
神
」
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
他
の
類
似
の
ケ
ー
ス
に
法
律
を
拡
張
す
る
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
外
延
」
と
は
、
チ
ポ
ッ
ラ
が
簡
潔
に
表
現
し
た
よ
う
に
、
「
①
4
轟
借
霧
δ
」
す
な
わ
ち
「
境
界
の
外
に
」
、
あ
る
い
は
「
震
o
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
36
）

鳴
①
裟
o
」
す
な
わ
ち
「
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
進
む
（
質
8
E
讐
霧
ω
一
〇
）
」
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
規
の
文

言
の
意
味
の
枠
内
で
解
釈
さ
れ
る
の
は
、
拡
張
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
内
包
」
で
あ
り
、
枠
外
に
ま
で
拡
張
さ
せ
て
解
釈
さ
れ
る

の
は
「
外
延
」
で
あ
る
。

　
中
世
の
法
学
者
に
あ
っ
て
は
、
「
外
延
（
。
×
冨
霧
δ
）
」
も
し
く
は
「
類
推
」
は
、
法
規
が
予
定
し
て
い
な
い
新
し
い
ケ
ー
ス
が
現

れ
た
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
法
秩
序
に
欠
鉄
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
欠
鉄
を
補
充
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
解
釈
活
動
で
あ
っ

た
。
法
学
者
が
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
の
方
法
を
採
用
し
た
理
由
は
ま
さ
に
無
視
し
え
な
い
社
会
の
要
請
で
あ
っ
た
。
チ
ポ
ッ
ラ
は
言

う
。
「
外
延
の
導
入
の
理
由
は
必
要
性
（
器
8
ω
昏
霧
）
で
あ
っ
た
。
」
「
法
律
お
よ
び
他
の
規
定
は
可
能
な
か
ぎ
り
急
ぎ
作
ら
れ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

ゆ
え
に
」
、
当
然
に
法
の
欠
訣
が
生
じ
、
そ
れ
を
補
充
す
る
た
め
に
「
法
学
者
の
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
立
法
者
は
法
的

規
制
が
必
要
な
社
会
関
係
す
べ
て
に
つ
い
て
法
律
を
定
め
る
と
い
う
使
命
を
遂
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
法
解
釈

が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
外
延
的
解
釈
は
、
実
定
法
の
最
高
原
理
で
あ
り
、
法
解
釈
の
本
質
的
な
基
準
と
考
え
ら
れ
た
衡
平
と
理
性
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
。
チ
ポ
ッ
ラ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
外
延
は
第
一
に
衡
平
（
器
ε
ぎ
ω
）
に
、
そ
し
て
第
二
に
主
と
し
て
自
然
の
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

（
声
ぎ
轟
9
轟
房
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
」
し
た
が
っ
て
「
法
律
が
厳
格
で
衡
平
で
な
く
、
ま
た
理
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

な
い
と
き
に
は
、
外
延
は
行
わ
れ
な
い
。
」
そ
し
て
「
不
衡
平
を
含
む
も
し
く
は
神
の
法
、
自
然
法
に
反
す
る
法
律
も
外
延
さ
れ
て

　
　
　
（
4
0
）

は
な
ら
な
い
。
」
こ
の
衡
平
の
概
念
の
中
に
は
同
一
の
理
性
と
い
う
論
理
的
な
関
係
に
よ
っ
て
結
合
す
る
事
実
を
法
的
に
規
律
で
き

14
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る
道
徳
的
か
つ
法
的
な
義
務
の
理
念
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
キ
ケ
ロ
の
衡
平
の
定
義
に
帰
着
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

「
衡
平
と
は
等
し
い
も
の
に
等
し
い
法
を
望
む
事
物
の
適
合
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
」
こ
の
意
味
で
、
立
法
者
の
予
測
で
き
な
か
っ
た

法
欠
訣
の
補
充
の
必
要
性
は
、
究
極
的
に
は
正
義
の
要
求
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ェ
デ
リ
ー
チ
は
、
正
義
の
具
体
的
な
表
明
で
あ
る
は
ず
の
法
律
が
衡
平
に
反
す
る
意
味
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
の
は
論
理
矛
盾

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
彼
は
「
悪
徳
を
欠
く
、
正
義
と
理
性
（
の
美
徳
）
に
従
う
法
律
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

と
述
べ
、
ま
た
「
法
律
は
公
正
に
し
て
有
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
…
…
正
し
い
法
律
を
正
し
く
な
い
解
釈
へ
と
導
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

こ
と
は
不
合
理
（
筈
霊
益
ご
ω
）
で
あ
る
。
」
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
理
性
の
導
入
に
よ
り
法
解
釈
は
形
式
的
に
は
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
法
文
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
質
的

に
は
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
は
そ
れ
を
構
成
す
る
各
法
文
が
相
互
に
論
理
的
か
つ
体
系
的
に
調
和
す
る
法
の

総
体
と
し
て
構
築
さ
れ
、
そ
の
適
用
範
囲
は
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
中
世
の
法
学
者
は
実
定
法
秩
序
を
論
理
整
合
性
を
も
っ
て
各
法
文
が
相
互
に
結
合
す
る
統
一
的
か
つ
体
系
的
な
全
体
と
し
て
把
握

し
、
そ
の
よ
う
な
統
一
的
な
法
秩
序
の
中
心
に
「
立
法
者
の
理
性
（
轟
ぎ
一
猪
巨
簿
9
ω
ち
m
ぎ
ω
母
ε
①
葺
邑
」
を
据
え
た
。
こ
の
言

葉
は
実
際
に
は
「
法
律
の
理
性
」
あ
る
い
は
「
法
律
の
精
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
「
立

法
者
の
理
性
」
と
い
う
表
現
は
、
立
法
者
が
法
規
が
論
理
的
に
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
連
関
す
る
法
秩
序
を
構
築
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
側
面
を
強
調
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
法
律
の
理
性
」
あ
る
い
は
「
法
律
の
精
神
」
と
い
う
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

は
、
法
規
の
意
味
内
容
が
理
性
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中

世
の
法
学
者
に
と
っ
て
、
法
解
釈
は
理
性
に
よ
る
法
規
の
調
整
、
統
合
お
よ
び
補
充
と
い
う
知
的
活
動
で
あ
り
、
そ
の
中
に
法
解
釈

の
創
造
的
な
機
能
が
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
⊂
一
一
ヨ
曽
昌
P
≦
こ
↓
冨
竃
①
象
①
＜
巴
一
ユ
＄
o
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18

　
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
は
統
治
形
態
を
共
和
制
か
ら
僧
主
制
（
シ
ニ
ョ
ー
リ
ア
制
）
、
君
主
制
（
プ
リ
ン
チ
パ
ー
ト
制
）
へ
と

移
行
さ
せ
つ
つ
、
官
僚
制
的
・
中
央
集
権
的
な
近
代
的
絶
対
主
義
国
家
へ
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
統
合
を
阻
も
う
と
す

る
封
建
貴
族
お
よ
び
都
市
国
家
等
の
地
方
諸
権
力
の
抵
抗
に
出
会
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
中
世
イ
タ
リ
ア
社
会
は
多
元
的
な
政

治
秩
序
の
構
造
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
法
秩
序
も
普
通
法
に
基
礎
を
お
く
多
元
的
な
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
立
法
に
関
し
て
も
、
中
世
の
立
法
者
は
、
国
家
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
社
会
関
係
に
関
し
て
統
一
的
な
規
律
を
迅
速
に
行
う
こ
と
の

で
き
る
近
代
の
立
法
者
と
基
本
的
に
異
な
る
。
中
世
イ
タ
リ
ア
で
は
、
立
法
と
い
っ
て
も
、
そ
の
大
半
は
公
法
領
域
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
私
法
領
域
に
関
し
て
は
、
変
化
す
る
社
会
の
要
求
を
満
た
す
た
め
の
立
法
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

こ
の
私
法
領
域
に
お
け
る
法
の
発
展
は
も
っ
ぱ
ら
自
主
的
に
活
動
す
る
法
律
家
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
古
代
法
と
中

世
社
会
、
こ
の
距
離
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
法
解
釈
の
幅
も
大
き
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
解
釈
に
お
け
る
法

創
造
は
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
法
解
釈
に
つ
い
て
の
最
初
の
単
行
論
文
が
拡
張
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
中
世
の
普
通
法
体
制
が
立
法
法
源
に
依
拠
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
普
通
ロ
ー
マ
法
、
都
市
条
例
、
そ
の
他
起
源
の
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異
な
る
様
々
な
法
源
が
共
存
す
る
多
元
的
な
法
秩
序
体
制
で
あ
っ
て
、
一
元
的
な
法
秩
序
を
形
成
す
る
完
結
し
た
体
系
に
構
築
さ
れ

た
法
典
に
依
拠
す
る
近
代
の
国
家
法
体
制
と
は
厳
密
に
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
の
多
元
的
な
法
秩
序
の
下
で
は
、
多
様
な
法

源
を
調
和
さ
せ
て
、
統
】
的
な
法
秩
序
を
形
成
す
る
た
め
に
、
法
解
釈
に
法
創
造
的
な
役
割
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
近
代
の
法
典
法
体
制
の
下
で
は
、
国
家
意
思
を
法
と
見
る
実
定
法
概
念
が
成
熟
し
、
法
的
安
定
性
の
要
求
は
し
ば
し
ば

法
的
理
性
の
要
求
に
優
位
す
る
。
し
か
し
、
中
世
の
普
通
法
体
制
の
下
で
、
近
代
へ
向
か
っ
て
立
法
者
の
恣
意
的
な
意
思
が
無
条
件

的
に
優
越
し
、
理
性
が
軽
視
さ
れ
る
危
険
が
高
ま
る
中
、
逆
に
実
定
法
規
に
は
理
性
が
内
在
す
る
と
い
う
思
想
が
繰
り
返
し
主
張
さ

れ
、
意
思
に
対
す
る
理
性
の
優
位
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
衡
平
は
法
解
釈
の
最
高
の
指
導
原
理
と
さ
れ
、
衡
平
に
よ
り
実
定

法
規
を
理
性
的
な
内
容
に
変
え
る
と
い
う
、
創
造
的
な
法
解
釈
活
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
普
通
法
体
制
の
下
で
は
、
疑
い
も
な
く
、
実
定
法
は
権
威
、
す
な
わ
ち
立
法
者
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
同
時
に
理
性
の

意
思
で
も
あ
り
、
そ
し
て
立
法
者
の
意
思
は
理
性
に
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
念
が
そ
の
基
礎
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
要
求
に
応
え
る
べ
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
ス
コ
ラ
的
な
弁
証
法
に
基
づ
く
、
と
く
に
演
繹
的
な
推
論
方
法
が
採

用
さ
れ
、
法
秩
序
の
論
理
的
な
拡
張
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
論
理
解
釈
－
法
規
の
理
性
的
な
意
味
の
認
識
活
動
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
実
定
法
規
の
衡
平
に
よ
る
評
価
活
動
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
法
解
釈
論
は
「
諸
法
規
の
外

延
的
拡
張
（
①
答
窪
ω
ご
一
畠
邑
」
と
多
種
多
様
な
法
規
の
「
調
和
（
8
房
8
磐
富
）
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
。

　
中
世
法
学
の
法
解
釈
理
論
は
、
「
解
釈
」
と
「
法
律
の
外
延
的
拡
張
」
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
「
解
釈
」
は
、
論
理
的
な
操
作
を
通

し
て
、
法
文
の
文
字
の
意
味
を
拡
張
し
た
り
縮
小
し
た
り
し
て
、
法
規
の
内
容
を
確
定
す
る
。
「
法
律
の
外
延
的
拡
張
」
は
、
法
律

が
予
見
し
た
ケ
ー
ス
か
ら
予
見
し
て
い
な
い
他
の
ケ
ー
ス
ヘ
と
法
律
の
範
囲
を
拡
張
し
な
が
ら
、
法
秩
序
の
欠
訣
を
補
充
す
る
。

　
法
解
釈
は
、
法
律
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
事
実
と
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
予
見
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
と
の
間
の
「
理
由
の
同

一
性
」
の
前
提
の
上
に
展
開
さ
れ
る
弁
証
法
的
推
論
で
あ
る
が
、
そ
の
中
核
は
法
規
の
理
性
的
内
容
の
確
定
で
あ
る
。
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法
学
者
が
法
を
理
性
と
同
一
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
法
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
所
与
の
法
規
を
論
理
的
に
発
展
さ
せ
る
活
動

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
理
性
に
基
づ
い
て
新
た
に
法
規
を
生
み
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
法
解
釈
は
立
法
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
法
学
者
は
法
欠
鉄
を
補
充
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
理
性
お
よ
び
衡
平
を
持
ち
出
す
が
、
理
性
お
よ
び
衡
平
は
あ
く
ま
で
も
法
解
釈

活
動
の
指
導
原
理
（
指
針
）
で
あ
っ
て
、
法
で
は
な
い
。
デ
キ
ウ
ス
の
言
葉
を
借
用
し
よ
う
。
「
自
然
の
理
性
が
法
律
と
し
て
援
用

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
性
に
は
法
律
の
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
衡
平
に
よ
る
法
欠
鉄
の
補
充
は
、
常
に
実
定
法
秩
序
の
定
め
る
法
的
な
枠
組
み
の
内
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
欠
鉄
の

補
充
の
唯
一
の
方
法
は
「
法
規
の
外
延
的
拡
張
」
で
あ
っ
た
。
中
世
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
の
法
解
釈
理
論
は
、
あ
く
ま
で
も
実
定
法

秩
序
を
尊
重
す
る
「
合
法
性
の
原
理
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

20

（
1
）
　
固
一
ぢ
ロ
仁
ω
U
①
o
ご
9
『
O
o
α
こ
α
①
o
o
一
一
象
一
〇
巳
ぴ
仁
9
一
」
＝
帥
ヨ
鴇
コ
■
O
’
”
Z
一
8
一
一
三
」
一
賃
ぎ
o
昼
一
〇
も
一
辞
こ
℃
℃
。
ω
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［
追
記
］
本
稿
を
本
年
三
月
を
も
っ
て
ご
定
年
退
職
な
さ
る
内
池
慶
四
郎
先
生
に
捧
げ
ま
す
。
本
稿
は
本
誌
記
念
号
に
掲
載
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
執
筆
中
に
母
が
突
然
病
に
倒
れ
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
先
生
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿

で
扱
っ
た
法
解
釈
の
方
法
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
慶
慮
義
塾
で
の
先
生
と
の
出
会
い
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
本
稿
は
先
生
が
図
書
館
長

在
任
中
に
購
入
さ
れ
た
『
中
世
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
学
論
文
全
集
』
な
く
し
て
は
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
特
記
し
、
先
生
か
ら
こ
れ

ま
で
に
受
け
た
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
先
生
の
ご
健
康
と
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。


